
 

 

 

 

 

～人と猫が共生できる社会の実現に向けて～ 

猫に不妊・去勢手術を受けさせましょう！ 
 

目的 

 

 

 

 

補助対象 

 市民の方が行った飼い猫又は飼い主のいない猫への不妊去勢手術の費用。 

 

補助額 

区  分 手術内容 
金  額 

改正前 改正後 

飼い猫 
不  妊 4,500円 2,500円 

去  勢 3,000円 1,500円 

飼い主のいない猫 
不  妊 5,500円 7,000円 

去  勢 3,500円 7,000円 

※ 令和８年４月以降に実施した不妊去勢手術から、改正後の補助金額が適用されます。 

 

申請方法 

申請書類をご記入の上、不妊又は去勢手術を行ったことが確認できる領収書

と併せ、下記までご提出ください。 

申請書類（「補助金交付申請書」「補助金交付請求書」）の様式は、千曲市役所

環境課窓口で受け取るか、千曲市のホームページからダウンロードしてくださ

い。 

※詳しくは、下記担当課にご確認ください。 

 

令和８年４月から 

補助金額を変更しました！ 

しました！ 

千曲市では、望まない猫の繁殖を制限することにより、市民の快適な生活

環境の保持を図るため、飼い猫と飼い主のいない猫の不妊去勢手術を行った

経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。 

 

【担当課】千曲市 市民環境部 環境課 環境政策係 

 ℡：２７３－１１１１ 内線：２２０１ 



 

○猫の飼い方 

 以下、環境省パンフレット「知っていますか？動物愛護管理法」から抜粋 

 

 

飼い猫が繁殖しすぎたために飼養の放棄や無責任なエサやり

などによる飼い主がいない猫が増えています。そのために、地域

住民の生活環境の悪化・住民間トラブルも増え、殺処分される不

幸な猫も少なからずいます。 

 猫不妊去勢手術への一部補助を通し、多くの猫の命を守るとと

もに猫の命を守ろうとする市民が増えていくことを願っていま

す。 


